第２期上勝町地域福祉計画策定業務
仕様書

１．業務名称
第２期上勝町地域福祉計画策定業務

２．業務期間
契約締結日から令和９年３月31日まで

３．業務にかかる計画の範囲
（１）社会福祉法第107条第１項の規定に基づく、地域福祉の推進に関する事項として同項各号に掲げる事項を一体的に定める計画
（２）成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第１項の規定に基づく、上勝町における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画
（３）再犯防止等の推進に関する法律第８条の規定に基づく、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画等、その他の地域福祉関連施策についての計画

４．委託業務内容
（１）アンケート調査
民生委員・児童委員を対象にアンケート調査を実施し、地域福祉に関する町民の意識や地域の生活課題を把握する。
・民生委員・児童委員アンケート（13名を想定）
1 調査票の設問設計及び印刷を行う。
2 回収した調査票は、原則として直接引き取りに来ることとする。
3 回収した調査票の打ち込みを行うこと。
4 集計作業については、単純集計及びクロス集計を行うこと。
5 報告書作成にあたっては、集計結果をグラフ化し、分析文を掲載すること。
※調査票は町より手渡しを想定している。

（２）現状把握作業
基礎データの収集、分析、整理、現行計画の現状把握と問題点の見直しを行う。
・統計的把握
・上位計画及び関連計画の動向把握
・福祉施策の実態把握及び課題の抽出

（３）ヒアリング調査の実施
関係団体等（５団体程度を想定）に対し、本町の福祉に関する情報及び意見の収集を行う。
・ヒアリングシートの作成
・ヒアリングの実施及びとりまとめ

（４）各種会議等における運営サポート
策定委員会（３回程度）
・策定委員会にオブザーバーとして出席
・委員会資料データの作成（コピー刷り出しは本町にて行う）
・会議録の作成（要約）
※策定委員会には業務責任者及び作業担当者が必ず出席すること。

（５）基本理念、施策の体系、重点施策等の設定
基礎調査結果等を踏まえ、基本理念、施策の体系、重点施策等を提案する。

（６）計画策定
以上の調査分析及び検討結果、策定委員会での議論や関係機関との協議・調整を踏まえ、地域福祉計画の骨子案及び素案のとりまとめを行う。
・骨子案及び素案の作成
・グラフ作成、レイアウト編集

(７)パブリックコメントの実施支援
パブリックコメントの実施にあたり、関連資料等の作成及び意見のとりまとめを行う。また、必要に応じて計画案への反映を行う。

(８)打合せ
受託業者は、町との打合せ（随時・月１回程度を予定）を行うこと。
※原則として打ち合わせには作業担当者が出席すること。

（９）成果品
【アンケート調査結果報告書】
・Ａ４版、１色、50ページ程度、CD等でのデータ納品
【第２期上勝町地域福祉計画】
・Ａ４版、１色、100ページ程度、CD等でのデータ納品

（10）その他
・本業務で作成された成果品の著作権は上勝町に帰属する。
・業務の遂行に際し、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
・過去５年以内に、徳島県における福祉分野に関する計画策定支援業務を受注し、完了した実績を有していること。
・四国内に本店、支店又は営業所等を有していること。かつ作業担当者を四国内に配置すること。
・受託者は、委託者の情報資産の安全性を確保（個人情報を適切に取り扱う必要があるため）するものとする。特に、本業務においては、アンケート調査を実施するため、情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業としてのセキュリティ管理システムが充分に確立されていることを証明しなければならない。具体的には、個人情報保護等に関する公的資格であるJISQ15001（プライバシーマーク取得）に審査登録がされ、複数回更新されているとともに、機密保持に関する社内規程を設けていることとし、契約前までにそれを証明する書類（認定証の写し）を委託者に提出すること（法人認定ではない担当者の個人資格は対象外）。
・仕様書に定めのない事項については、必要に応じ協議の上、実施するものとする。
・成果品に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受託者の責任において無償で訂正を行うものとする。

以　上
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